
北海道告示第 10482号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 243条の２第１項の規定に基づき北海道の指

定公金事務取扱者として指定したので、地方自治法第 243条の２第２項の規定により告

示する。 

 

令和８年３月 19日 

 

北海道知事 鈴木 直道     

 

１ 指定公金事務取扱者の名称 

北海道国民健康保険団体連合会 

２ 指定公金事務取扱者の所在地 

札幌市中央区南２条西 14丁目 

３ 指定を受ける公金事務 

医療・介護・障がい施設等物価高騰及び食材料費支援金の支出事務 

４ 指定をした日 

令和８年３月 18日 

５ 委託をした日 

令和８年３月 18日 


